
区民の皆さんの健康・福祉にとって大切な区民の皆さんの健康・福祉にとって大切な
４つの計画を新たにつくります４つの計画を新たにつくります
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計画期間計画期間

計画の位置づけ計画の位置づけ

令和6年度
（2024年度）

7年度
（2025年度）

8年度
（2026年度）

9年度
（2027年度）

10年度
（2028年度）

11年度
（2029年度）

12年度
（2030年度）

13年度
（2031年度）

世田谷区基本計画　令和6～13年度（2024～2031年度）

1世田谷区地域保健医療福祉総合計画　令和6～13年度（2024～2031年度）

4健康せたがやプラン（第三次）　令和6～13年度（2024～2031年度）

世田谷区子ども計画　令和7～16年度（2025～2034年度）

（参考）世田谷区住民活動計画（世田谷区社会福祉協議会策定）　令和7～14年度（2025～2032年度）

2第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画

令和6～8年度（2024～2026年度）

3（仮称）せたがやインクルージョンプラン
-世田谷区障害施策推進計画-
令和6～8年度（2024～2026年度）

令和6年度（2024年度）を初年度として、令和6年度（2024年度）を初年度として、1世田谷区地域保健医療福祉総合計画　2第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画1世田谷区地域保健医療福祉総合計画　2第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
3（仮称）せたがやインクルージョンプラン-世田谷区障害施策推進計画-　4健康せたがやプラン（第三次）3（仮称）せたがやインクルージョンプラン-世田谷区障害施策推進計画-　4健康せたがやプラン（第三次）　を新たに策定します。　を新たに策定します。

区民の皆さんの健康・福祉にとって大切な区民の皆さんの健康・福祉にとって大切な
４つの計画を新たにつくります４つの計画を新たにつくります
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世田谷区地域行政推進計画

世田谷区地域保健医療福祉総合計画
（保健医療福祉の各分野に共通する基本的かつ横断的な施策の方向） 連
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令和6年度（2024年度）を初年度として、1世田谷区地域保健医療福祉総合計画　2第9期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
3（仮称）せたがやインクルージョンプラン-世田谷区障害施策推進計画-　4健康せたがやプラン（第三次）　を新たに策定します。

※令和9年度以降も3年ごとに策定予定※令和9年度以降も3年ごとに策定予定

※令和9年度以降も3年ごとに策定予定※令和9年度以降も3年ごとに策定予定
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